
令和８年１月１日時点で八幡市内
に居住していましたか？
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税の申告に関するフローチャート
（一般的ケースですので、詳細は税務課市民税係へお問合せください。）

※1 勤務先から市に「給与支払報告書」が提出されなかった人は、住民税の申告をしてくだ
さい。また、確定申告をすると、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付される
場合等があります。
※2 所得税および復興特別所得税の還付が生じる場合等は、確定申告ができます。
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令和８年１月１日時点で居住していた市区
町村へご確認ください。

申告は不要です。ただし、非課税（所得）証明書を発行する人は、住民税の申告を
してください。また、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、障害
基礎年金、老齢福祉年金などの算定に影響が出る場合がありますので、該当する人
は必ず住民税の申告をしてください。
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年収は2,000万円以内でしたか？

年末調整は済んでいますか？

収入は１か所からの給与のみでしたか？

年末調整をした給与以外の所得（給与
の場合は収入）が２０万円を超えます
か？

申告は不要です。※1

所得合計額が控除合計額より多いです
か？

公的年金等の収入金額が４００万円以下
ですか？

公的年金以外の所得が２０万円を超えま
すか？

年金収入のみですか？

医療費控除、社会保険料控除、生命保険
料控除など追加する控除はありますか？
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申告は不要です。※2

確定申告が必要な場合
があります。

確定申告が必要です。

住民税の申告が必要で
す。※2

住民税の申告が必要で
す。※2

確定申告が必要です。
税務署または税理士に
よる申告相談会場で申
告してください。

確定申告が必要です。

確定申告が必要です。


